
年金所得者の方の計算方法 

【年金所得の計算方法】 
 

年間の年金支払額については、該当するところにあてはめ、所得金額に計算してください。 

6倍をした金額が年間支払額になります。 
この年間支給金額を下記の計算式にあてはめ、

所得金額を計算してください。。 

※年金の所得金額とは、支給を受けた金額ではありませんのでご注意ください。 
 

※遺族年金、障害者年金等の法律によって非課税とされているものは、計算の対象にはなりません。 

  その際の所得金額は「0円」となります。 

前年分の書類をご用意ください。 

（例） 申込みが平成26年の場合、平成25年分を用意する。 


